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市役所本庁舎 閉庁時間の電話応対が変わります 
 
 
 2025 年 11月 4日（火）の閉庁時間から、養父市役所本庁舎において閉庁時の自動音声案
内を導入します。 
  
 
１ 導入日時  2025 年 11月 4日（火）閉庁時間（午後 5時 15分）以降から順次切替え 
 
２ 導入場所  養父市役所本庁舎 
          ※養父庁舎、大屋地域局、関宮地域局（分館含む）は既に導入済です。 
 

３ 対象番号 

部署名 電話番号 部署名 電話番号 

秘書課 079-662-3168 やぶぐらし・地方創生
課 

079-662-3172 

経営政策・国家戦略特区課 079-662-7602 人権・協働課 079-662-7601 

デジタルファースト課 079-662-7605 社会福祉課 079-662-3162 

税務課 079-662-3164 介護保険課 079-662-7603 

防災安全課 079-662-2899 健康医療課 079-662-3165 
079-662-3167 

市民課 079-662-3163 社会的処方推進課 
地域包括支援センター 

079-662-6141 

消費生活センター 079-662-3170 会計課 079-662-7604 

マイナンバーカード専用ダイヤル 079-662-3338 議会事務局 079-665-6800 

※経営総務課・代表番号：079-662-3161 は宿直室に繋がります 
 
４ 対応内容  対象番号に電話をかけると、自動音声案内で閉庁時間であること及びお急ぎの要件で

ある場合は、代表番号（079-662-3161）への連絡を促す旨をお知らせします。 
※代表番号への電話については宿直・日直が対応予定です。 

 
 
【問合せ】 
経営企画部 経営総務課  課長：和田 久仁彦  担当者：長谷川 雄也 
電話：079-662-3161 

 


